
　
介
護
保
険
制
度
と
は

　
介
護
保
険
制
度
と
は
、
高
齢
者
の
介
護

を
社
会
全
体
で
支
え
あ
う
仕
組
み
で
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
場
合
は
、
１
割

（
所
得
に
応
じ
て
２
割
、
平
成
30
年
８
月

か
ら
３
割
も
導
入
）
を
利
用
者
が
負
担
し
、

９
割
（
８
割
、
ま
た
は
７
割
）
を
公
費
や

保
険
料
【
表
１
】
で
賄
っ
て
い
ま
す
。

　
介
護
保
険
料
は
40
歳
以
上
の
す
べ
て
の

方
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
や
ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
な
ど
の
在
宅
サ
ー
ビ
ス
、
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
入
所
な
ど
の
施
設
サ
ー
ビ
ス

地
域
共
生
社
会
の

　
　
　
　実
現
を
目
指
し
て

は
、
要
介
護
・
要
支
援
段
階
に
応
じ
て
受

け
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
内
容
が
異
な
り
ま
す
。

　
介
護
保
険
事
業
計
画

　
各
市
町
村
は
、
介
護
保
険
事
業
の
実
施

に
あ
た
り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
需
要
量
と
供

給
量
を
推
計
し
た
り
、
介
護
予
防
や
認
知

症
対
策
等
の
取
り
組
み
に
関
す
る
３
年
間

の
計
画
を
策
定
し
ま
す
。
町
で
も
、
平
成

30
年
４
月
か
ら
運
用
さ
れ
る
、
新
た
な
第

７
期
計
画
（
平
成
30
〜
32
年
度
）
を
策
定

し
ま
し
た
。

　
第
７
期
計
画
策
定
に
あ
た
っ
て

　
町
で
は
、
高
齢
化
率
（
65
歳
以
上
高
齢

者
）
が
36
・
４
％（
平
成
29
年
度
）と
な
っ

て
い
ま
す
。
団
塊
の
世
代
が
75
歳
以
上
の

後
期
高
齢
者
と
な
る
平
成
37
年
度
に
は
40

％
を
超
え
る
予
測
と
な
っ
て
い
て
、
全
国

的
に
み
て
も
、
今
後
、
後
期
高
齢
者
や
単

独
・
夫
婦
の
み
の
高
齢
者
世
帯
、
認
知
症

高
齢
者
な
ど
が
さ
ら
に
増
加
し
て
い
く
こ

と
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
持
続
可
能
な
制
度

と
す
る
た
め
、
第
６
期
ま
で
の
介
護
保
険

制
度
の
基
本
理
念
を
受
け
継
ぎ
、
舟
形
町

の
地
域
性
や
地
域
づ
く
り
の
特
徴
を
考
慮

し
な
が
ら
、
平
成
32
年
度
ま
で
の
介
護
サ

ー
ビ
ス
の
需
要
や
認
定
者
数
を
推
計
し
、

３
年
間
の
保
険
料
を
算
定
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
第
７
期
で
は
、
後
期
高
齢
者
が

増
加
す
る
平
成
37
年
度
を
見
据
え
て
推
計

し
て
い
ま
す
。

　
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の

　
推
進
と
地
域
共
生
社
会
の
実
現

　
第
６
期
計
画
よ
り
、
住
ま
い
・
医
療
・

介
護
・
介
護
予
防
・
生
活
支
援
が
一
体
的

に
提
供
さ
れ
る
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム
」
が
実
現
で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
さ
ら
に
第
７
期
か
ら
は
、
介
護
だ

け
で
な
く
、
障
が
い
者
な
ど
も
含
む
す
べ

て
の
方
を
対
象
と
す
る
「
地
域
共
生
社

会
」
の
実
現
に
向
け
て
取
り
組
む
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
で
き
る
だ
け
住
み
慣
れ
た
地
域

で
、
自
分
の
力
で
生
活
が
続
け
ら
れ
る
よ

う
、
ま
た
介
護
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
で

も
地
域
で
自
立
し
た
日
常
生
活
を
送
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
、
地
域
支
援
事
業
の

取
り
組
み
も
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
百
歳
体

操
や
介
護
予
防
教
室
、
地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
活
動
事
業
な
ど
は
地
域
支
援
事

業
の
一
部
で
す
。
こ
の
ほ
か
、
総
合
相
談

窓
口
業
務
、
認
知
症
対
策
、
権
利
擁
護
業

務
、
在
宅
医
療
と
介
護
の
連
携
な
ど
を
第

７
期
計
画
の
中
で
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

【表１】介護保険の財源

※１老齢福祉年金…明治44年４月１日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を
　　　　　　　　　受給できない人に支給される年金です。
※２合計所得金額…収入金額から必要経費に相当する金額（収入の種類により計算方法が異なります）
　　　　　　　　　を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額
　　　　　　　　　です。
　　　　　　　▼問い合わせ／舟形町健康福祉課介護医療係　☎（32）2111（内線338）

平成30～32年度の介護保険料は据え置きとなります
65歳以上の方（第１号被保険者）の保険料…基準額　月額6,000円（年額72,000円）

　平成30年度から32年度の３年間について、高齢者の数や、必要になると思われる介護サービス等につ
いてどれくらい必要になるか推計したところ、介護サービスを受ける人は増えることが予想されますが、
現在の保険料内で賄える推計となりました。

《介護保険料策定基準》
　　・高齢者の所得に応じて、きめ細かく９段階の所得段階を設定。
　　・住民税の課税状況により、基準となる保険料に0.5～1.7倍の保険料率を設定。
　　※第１段階の乗率を保険料軽減対策として0.5から0.45に引き下げています。

前年の課税年金収入額と合計所得金額

生活保護を受けていますか

町民税が課税されていますか

同居している人の中で、
課税されている人はいますか

老齢福祉年金※１を
受けていますか

前年の課税年金収入額と合計所得金額※２
の合計が80万円以下ですか

前年の課税年金収入額と
合計所得金額の合計が
80万円以下ですか

▼保険料率
　0.45
▼保険料
月額 2,700円
年額32,400円

▼保険料率
　0.75
▼保険料
月額 4,500円
年額54,000円

▼保険料率
　0.75
▼保険料
月額 4,500円
年額54,000円

▼保険料率
　0.90
▼保険料
月額 5,400円
年額64,800円

▼保険料率
　1.00
▼保険料
月額 6,000円
年額72,000円

▼保険料率
1.20
▼保険料
月額 7,200円
年額86,400円

▼保険料率
　1.30
▼保険料
月額 7,800円
年額93,600円

▼保険料率
　1.50
▼保険料
月額 9,000円
年額108,000円

▼保険料率
　1.70
▼保険料
月額 10,200円
年額122,400円

前年の課税年金収入額
と合計所得金額の合計
が80万円以上120万円
以下ですか

120万円
未満

120万円
以上
200万円
未満

200万円
以上
300万円
未満

300万円
以上

はい

いいえ

介護保険料早見表

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 第６段階 第７段階 第８段階 第９段階

〜
高
齢
者
福
祉
計
画
・
第
7
期
介
護
保
険
事
業
計
画
策
定
〜

｜広報ふながた 30.313 広報ふながた 30.3｜12

27％

23％

50％ 40～60歳の
方の保険料

65歳以上の
方の保険料

公費
（国・町・県の
負担金）

介護保険の
財源


